
1/8 

○須賀川市入札談合情報処理要綱 

平成16年5月1日制定 

改正 

平成21年3月31日 

平成22年3月29日 

平成22年11月15日 

平成26年3月26日 

令和2年4月1日 

須賀川市入札談合情報処理要綱  

（目的） 

第１条 この要綱は、市が発注する工事又は製造の請負契約（工事又は製造に付帯して行われ

る調査、測量及び設計業務委託契約を含む。以下「工事等」という。）に係る競争入札につ

いて、入札談合に関する情報（以下「談合情報」という。）があった場合の対応について定

めるものとする。 

（情報の確認、報告書の作成） 

第２条 入札に付そうとする工事等について、入札談合に関する情報があった場合には、情報

受信者が対応し、可能な限り当該情報の提供者の身元、氏名等を確認のうえ、様式第1号の

談合情報報告書（以下「報告書」という。）にまとめ直ちに須賀川市入札参加資格等審査会

（以下「審査会」という。）事務局（財務部財政課）へ提出するものとする。 

２ 情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らか

にするよう要請するものとする。 

（報告） 

第３条 事務局は、報告書を収受した場合には、速やかに会長へ報告するとともに入札を執行

する所管課（廨）へ連絡するものとする。 

（審査会の招集と審議） 

第４条 会長は、前条により事務局から報告を受けた場合には、速やかに審査会を招集し当該

情報の信憑性を審議し、信憑性があると判断した場合には、次条以下の対応をとることとし、

その経緯を市長に報告するものとする。 

（公正取引委員会への通報） 

第５条 事務局は、手続きの各段階において逐次公正取引委員会へ通報するものとする。ただ

し、事情聴取から入札までの手続等を引き続いて行う場合又は事情聴取した全ての業者が談

合の疑いを否定した場合には、これらを様式第2号により入札終了後まとめて行うことがで

きる。 

（報道機関への対応） 

第６条 談合情報を市が把握した以降において、報道機関等から発注者としての説明について

求められた場合には、事務局が対応するものとする。併せて、談合情報について、公正取引

委員会へ通報している旨を明らかにするものとする。 

（事情聴取等） 

第７条 事情聴取等を行う場合、入札までの時間的な余裕がないときは、原則として入札時間、

期日を変更のうえ、入札執行前に行うものとする。 

（入札執行前の対応） 

第８条 入札執行前に談合情報を把握した場合には、次により行うものとする。 
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(1) 談合情報があった旨を直ちに公正取引委員会へ報告書により通報するものとする。な

お、入札の取り止めの決定があった場合も同様とする。 

(2) 審査会において事情聴取を行う必要があると判断した場合は、会長の指示する複数の

職員により、入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）全員を集め、一

社ずつ聴き取りを行うものとし、事情聴取の結果については、事情聴取書（様式第3号）

を作成し、審査会へ報告するとともに当該書面の写しを公正取引委員会へ送付するものと

する。 

(3) 事情聴取等の結果を審査会で審議し、談合の事実があったと認められる場合は、入札

執行の延期又は入札執行を取り止めるものとする。この場合、「公共工事の入札及び契約

の適正化の促進に関する法律」（平成12年法律第127号）第10条の規定により、公正取引

委員会へ様式第4号により通知するものとする。 

(4) 事情聴取等の結果を審査会で審議し、談合の事実があったと認められない場合は、入

札参加者全員から自主的に誓約書を提出させるとともに、入札執行後談合の事実が明らか

であると認められた場合は、入札を無効とする旨の注意を促した後に入札を行うものとす

る。この場合において、誓約書の写しを公正取引委員会へ送付するものとする。 

(5) 入札参加者に対して、入札と同時に「工事費内訳書」を提出させ、積算担当職員（当

該工事の積算内容を把握している職員）は談合の形跡があるかどうかを入念に点検するも

のとする。この結果、談合の事実が確認されない場合は、「工事費内訳書」を返却しない

で開札を行う。併せて、入札終了後は、入札調書の写しを公正取引委員会へ送付するもの

とする。ただし、談合の事実があったと認められる場合は、第3号により対応するものと

する。 

（入札執行後の対応） 

第９条 入札執行後に談合情報があった場合は、入札結果等を公表しており、落札者及び落札

金額が閲覧等に供しているため次の手続きによることが適切か否かを審査会で審議するもの

とする。 

(1) 契約締結前に談合情報を把握した場合には、次により行うものとする。 

ア 公正取引委員会へ談合情報があった旨を直ちに報告書により通報し、併せて入札書の

写しを送付するものとする。 

イ 入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行い、事情聴取書を作成のうえ、当

該書面の写しを公正取引委員会へ送付するものとする。 

ウ 事情聴取等の結果を審査会で審議し、明らかに談合の事実があったと認められる証拠

を得た場合は、入札を無効とする。この場合、第8条第1項第3号と同様に公正取引委員

会へ通知するものとする。 

エ 事情聴取等の結果を審査会で審議し、談合の事実があったと認められない場合は、入

札参加者全員から誓約書を提出させたうえで、落札者と契約を締結するものとする。こ

の場合において、誓約書の写し及び入札調書の写しを公正取引委員会へ送付するものと

する。 

(2) 契約締結後に談合情報を把握した場合には、次により行うものとする。 

ア 談合情報があった旨を直ちに公正取引委員会へ報告書により通報し、併せて入札書の

写しを送付するものとする。 

イ 入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行い、事情聴取書を作成のうえ、当

該書面の写しを公正取引委員会へ送付するものとする。 
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ウ 事情聴取等の結果を審査会で審議し、明らかに談合の事実があったと認められる証拠

を得た場合は、着工工事等の進捗状況を勘案し、契約を解除するか否かを審査会におい

て判断するものとする。この場合において、契約を解除したときは、その旨を公正取引

委員会へ通報するものとする。 

附 則 

１ この要綱は、平成16年5月1日から施行する。 

２ 「須賀川市不正入札情報対応マニュアル」（平成10年8月26日制定）は廃止する。 

附 則（平成21年3月31日） 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。 

附 則（平成22年3月29日） 

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則（平成22年11月15日） 

この要綱は、平成22年11月15日から施行する。 

附 則（平成26年3月26日） 

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。 

附 則（令和2年4月1日） 

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

 



5/8 

様式第２号（第５条関係） 
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様式第３号（第８条関係） 
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様式第４号（第８条関係） 
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